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西早稲田中学校新校舎検討委員会だより  

去る 9月 12 日午後 2時から西早稲田中学校第３回新校舎検討委員会を開催しました。 

まず、教育環境整備課長から、今後の日程の報告があり、また、新校舎について、①※校庭は 
土ぼこりがたちにくい仕様にすること②体育館にスポット的な空調を設置すること③屋上プ 
ールの屋根は他校と同様標準仕様としてつけないという区の方針が報告されました。 
その後、営繕課長が新校舎の基本設計（案）平面計画について説明を行いました。この案は 
検討委員会で了承されました。 ※校舎と記されていましたが、校庭の誤りです。訂正してお詫び申し上げます。 
基本設計（案）平面計画について 

 前回の検討委員会で北側配置案を基本として教室配置を決めていく 

ことが承認されましたが、北側住居への日影を現状よりも付加しない設 

計とするため、北側の道路に面する部分を３階とし、南側の校庭に面す 

る部分を５階としました。また、普通教室は全て南側校庭に面して配置 

しました。 なお、校庭については校舎を北側へ集約し、以前と同等 

の広さが確保されています。 

〔普通教室数等〕 

  普通教室×１５、多目的教室×３、多目的・ランチルーム、理科室×２、音楽室×２、コンピューター室 

図書室、美術室、技術室×２、家庭科室×２、アリーナ、武道場、プール（２５ｍ×６コース）ほか 

                                              

 主な発言内容 

 ・空調の範囲はどこまでか。（営繕）生徒が通常居る教室。廊下・更衣室等は除外。 

・体育館のスポット空調とは。（教委）本格的な空調ではないが、暖冷気の送風によりある程度の 

温度調整ができる。 

 ・エレベーターの仕様は。（営繕）１１人乗り１基。身障者対応。 

 ・校庭は校舎が大きくなったので狭くなったのでは。（営繕）同じくらい。間口は広くなった。 

 ・少年野球はこれまで 2試合同時にできたが新校も同様か。（営繕）可能。 

 ・埃のたちにくい校庭とは。（教委）戸山高校で使用しているものを参考に最適なものを取り入れる。 

 ・和室は茶道ができる仕様か。（営繕）茶道は可能だが、風炉で考えている。水屋はない。 

 ・図書室を充実して開放用に考えてほしい。（教委）管理面を整える必要があり、学校と調整しな 

  ければならない。 

・新校舎には、臨時に駐車できるスペースは確保されるか。（営繕）身障者用駐車スペース等は 

確保します。 

 ・解体時のアスベスト対策で時間がかかり工期に影響しないか。（営繕）間に合わせたい。 

 ・解体工事はいつからになるのか。（営繕）１０月末解体工事説明会、１１月中旬位から解体の予定。 
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西早稲田中学校建設計画説明会の開催について 

 西早稲田中学校の新校舎の基本設計（案）が決まりましたので、下記のとおり説明会を

実施いたします。ぜひおいでください。 
日時   １０月 ３日（月） １８：００～      
場所   旧戸塚第一中学校 １階 会議室 

【連絡先】 新宿区教育委員会 教育環境整備課  〒160-8484 新宿区歌舞伎町１－４－１

TEL 5273-3107 FAX 5273-3510 E-mail kyoikukankyo@city.shinjuku.tokyo.jp 


